
身近な地域での支え合い・助け合い　ふだんの　くらしを　しあわせに

令和５年7月14日（金）第171号

福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）のお知らせ
～地域で安心して暮らせるようにお手伝いします～

□ご利用いただける方　
　認知症のお年寄りや、知的障がい・精神障がいのある方が、自身だけでは、生活に必要な手続きや、お金のやりくりをすることが
難しく、生活に不安を感じている場合に、本人との「契約」に基づき、社会福祉協議会がお手伝い（支援）します。
□具体的に行うサービスの内容　
　①福祉サービスなどの利用のお手伝い
　　○福祉サービスについての説明　○福祉サービスの利用・終了手続き　○福祉サービスに関する苦情解決制度の利用援助
　②日常的金銭管理のお手伝い
　　○家賃、公共料金、税金、医療費などの支払い　○年金、手当てなどの受け取り　○預貯金の出し入れ
　③書類などの預かりサービス
　　○通帳、印鑑、権利証など
□料金について　契約までの相談は無料です。契約後のサービスは料金がかかります。（詳しくは社協へ問合せ下さい）
□サービス開始までの流れ　　相談　→　訪問・面接　→　支援計画作成　→　契　約 →　サービス開始
□専門員が、支援計画の作成・契約・相談をお手伝い（支援）します。
□生活支援員が、契約内容にそって実際にお手伝い（支援）します。
　生活支援員の活動：月数回程度で日中の1時間程度の活動です。少額ですが手当や交通費があります。
【生活支援員を希望される方は、社協へ問合せ下さい】　（問合せ先）豊見城市社会福祉協議会　　TEL:８５６－２７８２


